
（審 71）資料 2-7 

1 

 判決概要⑤ （R6.1.26東京高裁判決） 

1. 第一審の概要

判決日 平成 31年 2月 20日（事件番号︓平成 25年(ワ)第 3707号、同第 5050号、平
成 26年（ワ）第 967号、同第 5181号） 

裁判所 横浜地方裁判所（第５民事部） 

裁判官 [裁判長裁判官] 中平健、[裁判官] 森大輔、馬渡万紀子 

一審原告らの

請求内容の

概要 

本件事故が発生したために、放射能汚染が広範囲に広がり、居住地からの避難を余儀な
くされたとする原告らが、被告らにおいて、福島第一原発の敷地高を超える津波を予見す
ることが可能であったところ、必要な津波防護対策を施していれば、本件事故を回避するこ
とが可能であったと主張して、①被告東電については、原賠法３条１項又は民法７０９
条に基づき（選択的主張）②被告国については、規制権限の不行使を理由として国賠
法１条１項に基づき、被告らに対し、損害賠償を求めた事案である。 
※（出典）地裁判決正本における「第 2章 事案の概要等＞第 1節 請求の概要」 

2. 控訴審の概要

判決日 令和 6年 1月 26日（事件番号︓令和元年(ネ)第 3292号、同第 5000号） 

裁判所 東京高等裁判所（第 1民事部） 

裁判官 [裁判長裁判官] 志田原信三、[裁判官] 田中孝一、吉田純一郎 

判決の概要 

（損害論） 

○被侵害利益ないし損害額（慰謝料額）の算定方法について︓
・精神的損害に係る慰謝料を(1)日常生活阻害慰謝料（避難慰謝料）と(2)生活
基盤喪失・変容慰謝料に分類（P108～113）。
・日常生活阻害慰謝料については、避難指示等が出された区域に居住していた者につ
いて、１箇月あたりの損害を定め、これに避難生活を送った月数（居住していた区域
ごとに定める終期）を乗じることにより、算定するのが相当（P109）。
・それ以外で、福島第一原発からの距離、避難指示等対象区域との近接性、放射線
量、避難の状況等に鑑みて、避難と避難生活における精神的苦痛との相当因果関
係を肯定できる者への日常生活阻害慰謝料については、
 子供・妊婦への平穏生活権及び居住、移転の自由に対する侵害の程度は、そ

れ以外の者への侵害の程度に比して著しく高い、
 子供を養育する親の平穏生活権等に対する侵害の程度は、それ以外の者の

侵害の程度に比して相応に高い
ことから、①一般、②子供・妊婦、③養育すべき子のいる親に分けて算定（P108～
112）。

・生活基盤喪失・変容慰謝料については、避難等を余儀なくされた元居住地の状況等
によって異なるとし、帰還困難区域に生活基盤喪失慰謝料を、居住制限区域、避難
指示解除準備区域及び緊急時避難準備区域に生活基盤変容慰謝料を認定
（P112～113）。

○損害額（慰謝料額）について︓
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・原則として、本件事故時の居住地ごとに
1⃣帰還困難地域について、合計 1650万円（P110、113）
(1) 850万円（月額 10万円×85 か月（H23.3～H30.3））
(2) 800万円
2⃣居住制限区域について、合計 1250万円（P111、113）
(1) 850万円（月額 10万円×85 か月（H23.3～H30.3））
(2) 400万円
3⃣避難指示解除準備区域について、合計 1250万円（P111、113）
(1) 850万円（月額 10万円×85 か月（H23.3～H30.3））
(2) 400万円
4⃣緊急時避難準備区域について、合計 280万円（P111、113）
(1) 180万円（月額 10万円×18 か月（H23.3～H24.8））
(2) 100万円
5 ⃣屋内退避区域又は一時避難要請区域について、合計 100 万円（P111～
112）
(1) 100万円（月額 10万円×10 か月（H23.3～H23.12））
(2) －
6 ⃣自主的避難等対象区域に相当する区域について、合計 30、60、100 万円
（P112）
(1) ①30万円

②100万円
③60万円

(2) －

○中間指針について︓
・中間指針の考え方は、民法上の不法行為法に係る一般的な理解や考え方に整合す
るものといえるから、個別の一審原告らの損害について検討するに際しても、参考にする
ことができると考えられる一方、個別の一審原告らに係る具体的損害額を算定するに
当たっては、本件に現れた一切の事情に基づき、中間指針等が目安とする額から増減
した額を定めることも、当然に許容されるというべき（P107）。

3. 最高裁決定の概要

決定日 令和８年１月 22 日（事件番号︓令和 6 年(オ)第 1871 号、令和 6 年(受)第 
2416号） 

裁判所 最高裁判所（第一小法廷） 

裁判官 [裁判長裁判官] 安浪亮介、 [裁判官] 岡正晶、宮川美津子、中村愼 

決定の内容 

（上告/上告受

理申し立て） 

[国] 上訴せず 

[東電] 上訴せず 

[原告] 上告棄却/上告不受理 
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（参考）類型化さ1r:翠宇芍忠料額と東孟呈準、中朋指針ないし中閉指針第五次追補及troa7羽決媒菜苓額との比較

帰逗国難区域 居住制限区域 避甦指示紹除 槃急時避 屋内退避区域及び 自主避葉等対象区域

準借区域 準備区域 一時避甦妻諸区域 に相当する区域

1650万円 1250万円 1250万円 280万円 100万円 一般 30万円

子供・妊遠 100万円
認定 日常生活 850 日常生活 850 B常生活 850 日常生活 180 日常生活 100 蚕音すべき子

攣呻 阻蚕祖認料 万円 阻蚕祖認料 万円 阻蚕冠話料 万円 阻蚕祖認料 万円 阻蚕祖認料 万円 のいる親 60万円

生活基益 800 生活基益 400 生活基益 400 生活基益 100 生活基益

要失痘掘料 万円 変容歪掘料 万円 変容慰岬 万円 変容歪掘料 万円 変容歪掘料
※B篤生活筵害

慰均1斗として

第五次追補 一般 20万円

を踏まえた 1580万円 1130万円 1130万円 230万円
一般 90万円 子供・妊潟 52万円

東竜基準
子 ・妊潟 122万円

※自主避磁巧対象
区はの潟合

中詰指針 一般 20万円

ないし
10万／50~60万

子供・妊逗 40万円
1580万円 1130万円 1130万円 230万円 ＋目主的追難等対急

中詰指針
区域l準 じrciai盲 ※自王避類ヨ対象

第五次追涌 区はの場合

ー殺 8~70万円

確定7判決
子供・妊潟

1500~1850万円 950~1200万円 900~1320万円 230~366万円 70~130万円 40~146万円
での認定額

※自王避類ヨ対象
区心場合




